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五
十
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第
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
四
十
九
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
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第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
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第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
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。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
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申
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法
律
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行
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則

(

平
成
二
十
六
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厚
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労
働
省
令
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百

二
十
一
号)
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九
条
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規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
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難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
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の
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、
同
令
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三
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す
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規
則

(

平
成
二
十
六
年
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生
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働
省
令
第
百

二
十
一
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第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
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三
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森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
に
つ
い
て
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
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青
森
県
告
示
第
百
五
十
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号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
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年
法
律
第
百
六
十
六
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第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
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九
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日
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森
県
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申

吾

一

実
施
の
目
的

ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
発
生
予
防
の
た
め
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二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
十
二
か
月
齢
以
上

の
雌
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
ブ
ル
セ
ラ
病
に
つ
い
て
は
凝
集
反
応
検
査

(

急
速
凝
集
反
応)

、
結
核
病
に
つ
い
て
は
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

青
森
県
告
示
第
百
五
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
ヨ
ー
ネ
病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

ヨ
ー
ネ
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
十
二
か
月
齢
以
上

の
乳
用
雌
牛
及
び
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
十
二
か
月
齢
以
上

の
肉
用
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
法
に
よ
る
検
査
、
リ
ア

ル
タ
イ
ム
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
に
よ
る
検
査
又
は
ヨ
ー
ニ
ン
検
査

青
森
県
告
示
第
百
五
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法

(

平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号)

第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く

届
出
の
対
象
と
な
る
牛

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査

青
森
県
告
示
第
百
五
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
馬
伝
染
性
貧
血
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
肥
育
に
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
馬
以
外
の
馬
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
も
の

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
馬

３

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
検
査

青
森
県
告
示
第
百
五
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

馬
パ
ラ
チ
フ
ス
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
繁
殖
の
用
に
供
す
る
馬
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す

る
も
の

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
馬

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
凝
集
反
応
検
査

(

急
速
凝
集
反
応)

青
森
県
告
示
第
百
五
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査

青
森
県
告
示
第
百
五
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
発
生
予
防
の
た
め
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二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
鶏
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
凝
集
反
応
検
査

(

急
速
凝
集
反
応)

青
森
県
告
示
第
百
六
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
み
つ
ば
ち
の
腐ふ

蛆そ

病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

み
つ
ば
ち
の
腐ふ

蛆そ

病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
み
つ
ば
ち
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
肉
眼
的
検
査
及
び
そ
の
他
必
要
な
検
査

青
森
県
告
示
第
百
六
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流

行
熱
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
発

生
予
察
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査

青
森
県
告
示
第
百
六
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
豚
コ
レ
ラ
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

豚
コ
レ
ラ
発
生
予
察
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の
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四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査

青
森
県
告
示
第
百
六
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
を
受
け
る
こ

と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
予
察
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
家
き
ん
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
血
清
抗
体
検
査
及
び
そ
の
他
必
要
な
検
査

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
農
楽
郷
ｈ
ｉ
ｂ
ｉ
ｋ
ｉ

三

代
表
者
の
氏
名

日
野
口

敏
章

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
東
十
五
番
町
五
五
の
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
的
・
知
的
・
身
体
的
な
障
碍
を
持
つ
人
た
ち
が
、
市
民
と
し
て
の
自
覚
と

社
会
性
を
培
っ
て
い
く
た
め
に
、
農
を
楽
し
み
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
共
に
歩
を
進
め
る
場
を
設

け
、
地
域
住
民
と
障
碍
者
と
の
円
滑
な
共
生
意
識
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
青
森
県
の
福
祉
の
向
上

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
下
田
組

二

代
表
者
の
氏
名

下
田
巧

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
類
家
五
丁
目
二
四
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
八)

第
一
〇
〇
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可
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( )

土
木
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
塗
装
工
事
業
に
係
る

一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
二
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
西
浦
メ
ン
テ
サ
ー
ビ
ス

二

代
表
者
の
氏
名

小
川
洋
一
郎

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
七
の
三
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
五)

第
三
〇
〇
一
五
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
二
月
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱

い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令

(

昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号)

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
猟
銃
等
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真

(

提
出
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記

入
し
た
も
の)

を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
定
の
科
目
を
修
得

し
た
か
ど
う
か
を
考
査
し
、
こ
れ
ら
の
科
目
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
。
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開

催

日

時

年

月

日

受

付

時

間

講

習

時

間

講

習

場

所

平
成
二
十
九
年

六
月
四
日

午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
前
八
時
五

十
五
分
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一

九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン

タ
ー

〃

七
月
二
十
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三

の
二
弘
前
警
察
署

〃

八
月
十
八
日

〃

〃

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二

五八
戸
警
察
署



( )

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱

い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令

(

昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号)

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所
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開

催

日

時

年

月

日

受

付

時

間

講

習

時

間

講

習

場

所

平
成
二
十
九
年

四
月
十
三
日

午
後
零
時
三
十
分

か
ら
午
後
零
時
五

十
五
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

つ
が
る
市
木
造
若
緑
五
二

つ
が
る
市
生
涯
学
習
交
流
セ
ン

タ
ー

｢
松
の
館｣

〃

四
月
二
十
日

〃

〃

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二

五八
戸
警
察
署

〃

五
月
九
日

〃

〃

三
沢
市
平
畑
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
警
察
署

〃

五
月
十
七
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三

の
二
弘
前
警
察
署

〃

五
月
二
十
六
日

〃

〃

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字

関
根
川
原
五
五

三
戸
町
中
央
公
民
館

〃

六
月
十
三
日

〃

〃

む
つ
市
中
央
一
丁
目
一
九
の
一

む
つ
警
察
署

〃

六
月
二
十
七
日

〃

〃

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
四
七
の

一黒
石
警
察
署

〃

七
月
八
日

〃

〃

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一

九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン

タ
ー

〃

七
月
二
十
六
日

〃

〃

五
所
川
原
市
字
栄
町
六
の
一

五
所
川
原
警
察
署

〃

八
月
十
七
日

〃

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃

八
月
三
十
一
日

〃

〃

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町

二
〇
七

鰺
ケ
沢
警
察
署

〃

九
月
九
日

〃

〃

八
戸
市
大
字
売
市
字
輿
遊
下
三

八
戸
市
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン

タ
ー

〃

九
月
二
十
八
日

〃

〃

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
モ
沢
向
一

三
の
六

五
戸
警
察
署

〃

十
月
十
二
日

〃

〃

上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢
五
七
の

四
九
七
戸
警
察
署

〃

十
月
二
十
九
日

〃

〃

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字

関
根
川
原
五
五

三
戸
町
中
央
公
民
館

〃

十
一
月
二
十
六

日

〃

〃

弘
前
市
大
字
末
広
四
丁
目
一
〇

の
一
弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

〃

十
二
月
十
四
日

〃

〃

上
北
郡
野
辺
地
町
字
新
町
裏
一

の
一
野
辺
地
警
察
署

平
成
三
十
年

一
月
十
七
日

〃

〃

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一

九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン

タ
ー

〃

二
月
十
四
日

〃

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃

三
月
六
日

〃

〃

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
四
七
の

一黒
石
警
察
署



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
猟
銃
等
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真

(

提
出
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記

入
し
た
も
の)

を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
、
所
定
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
交
付

す
る
。

正

誤
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平
成
��

･

�･

��

第
四
二
六
五
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

団
体
経
営
改
善
課

規
則

区
分

第
四
号

番

号

一

ペ
ー
ジ

下 段

後
ろ
か

ら
一 行

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
九
日

誤

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
九
日

正


